
ご契約期間

号室

●シンプルタイプ≪建物のみご契約の場合≫
ご契約金額（保険金額） 保険料内訳

基本 建物 1,400万円 １８,９１０円

地震 建物 700万円 ２１,６３０円

①スタンダードタイプ≪建物＋家財１，２００万円≫
ご契約金額（保険金額） 保険料内訳

建物 1,400万円 １８,９１０円

家財 1,200万円 ２５,４６０円

建物 700万円 ２１,６３０円

家財 600万円 １８,５４０円

②スタンダードタイプ≪建物＋家財８００万円≫
ご契約金額（保険金額） 保険料内訳

建物 1,400万円 １８,９１０円

家財 800万円 １７,１５０円

建物 700万円 ２１,６３０円

家財 400万円 １２,３６０円

③スタンダードタイプ≪建物＋家財５００万円≫
ご契約金額（保険金額） 保険料内訳

建物 1,400万円 １８,９１０円

家財 500万円 １３,４４０円

建物 700万円 ２１,６３０円

家財 250万円 ７,７３０円

④スタンダードタイプ≪建物＋家財３００万円≫
ご契約金額（保険金額） 保険料内訳

建物 1,400万円 １８,９１０円

家財 300万円 １０,３９０円

建物 700万円 ２１,６３０円

家財 150万円 ４,６４０円

　お部屋への損害賠償事故に備え、「個人賠償責任特約」もしくは「施設賠償責任特約」のお申込みもご検討ください。

◎マンションのお部屋に居住される場合やセカンドハウスとして使用される場合は、「個人賠償責任特約」をご検討ください。

◎マンションのお部屋に居住されない場合（賃貸に出す等）は、「施設賠償責任特約」をご検討ください。

　お部屋に居住されない場合、「個人賠償責任特約」では給排水管等からの水漏れによる階下の損害は補償の対象になり

　ませんが、代わりに「施設賠償責任特約」をお申込みいただくことで補償の対象となります。

（特約保険料）

８,４２０円

１,０７０円

※「個人賠償責任特約」は、火災保険の他に自動車保険や傷害保険などに【特約】としてお申込みが出来ます。

　ご自身の自動車保険や傷害保険で【個人賠償責任特約】を付けて契約されている場合は、この度ご案内させていただき

　ます火災保険の「個人賠償責任特約」は補償が重複しますので、お申込みは不要です。

最終的にご案内させていただきます保険料は、（火災保険料＋地震保険料）に、「個人賠償責任特約」

もしくは「施設賠償責任特約」の（特約保険料）を合算しました金額になります。

エイルマンション新宮
Ｂタイプ

1502 ５年

『ＴＨＥ すまいの保険』お見積書 （水災補償なしプラン）

お払込方法 ： 一括払（口座振替）

（所在地：福岡県／プラン：ベーシックⅠ型（水災なし）／建築年月：2025年9月／保険始期日：鍵引渡日または融資実行日／
Ｍ構造／自己負担額：「建物外部からの物体の落下・飛来」「水濡れ」「騒擾」「不測かつ突発的な事故」は自己負担金5万円
有り／臨時費用保険金：支払額　損害保険金 ×10%　支払限度額　100 万円または保険金額 ×10 ％のいずれか低い額／
住宅購入者規模割引：有り／建築年割引（地震保険）：あり／安心更新サポート：あり）

作州商事より ご案内の火災保険料は、「エイルマンション新宮」を新規でご購入いただきますお客様に対し、作州商事特有
の保険料割引［住宅購入者規模割引 ９．７５％割引］を適用させていただいております。

保険の対象 （火災保険料＋地震保険料）

４０,５４０円

保険の対象 （火災保険料＋地震保険料）

基本

８４,５４０円
地震

保険の対象 （火災保険料＋地震保険料）

基本

７０,０５０円
地震

保険の対象 （火災保険料＋地震保険料）

基本

６１,７１０円
地震

保険の対象 （火災保険料＋地震保険料）

基本

５５,５７０円
地震

施設賠償責任特約 １事故あたり１億円
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◆上記の火災保険、地震保険のプランが決まりましたら、ご自身のお部屋の給排水管等からの水漏れによる階下の

特約の種類 保険金額【お支払限度額】

個人賠償責任特約 無制限（海外では１事故あたり１億円）
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『ＴＨＥ すまいの保険』お見積書についてのご注意点 

 

 

・火災保険のご契約期間、保険料お支払い方法につきましては、一律で５年契約、長期一括払いにて

ご案内しております。 

 

 

  ・地震保険のご契約金額（保険金額）は、火災保険のご契約金額の 30～50％に相当する範囲内で 

定めることとなっていますが、この度は 50％相当にてご案内しております。 

 

 

・お部屋の階数が、１階と２階のお客様にはパンフレット３～４ページに記載の「ベーシック 

（Ⅰ型）」と「ベーシック（Ⅰ型）水災なし」の２パターンのプランからご案内を、３階以上

のお客様には「ベーシック（Ⅰ型）水災なし」のプランのみご案内しております。 

※水災なしとは… 

    水災補償を付けられない場合、水災のリスクに応じた保険料分が割引となりますが、水災による 

床上浸水や土砂災害による損害は補償されませんのでご注意ください。 

 

 

・自己負担額の設定につきまして、 

「火災・落雷・破裂・爆発」、「風災・雹災・雪災」、「水災」、「盗難」は０円にてご案内して 

おりますが、「建物外部からの物体の落下・飛来」、「水濡れ」、「騒擾」、「不測かつ突発的な事 

故」につきましては、自己負担額は５万円となります。 

 

 

・臨時費用保険金につきましては、損害保険金×10%（100万円または保険金額×10％のいずれか低

い額）にてご案内しております。 

 

 

 

 

 

 ・「個人賠償責任特約」及び「施設賠償責任特約」について 

 

「個人賠償責任特約」では、日常生活においてお客様ご自身またはご家族の方が偶然な事故により

法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害を補償します。（お部屋から漏水して階下

に水濡れ損害を与えた。自転車で買い物中に歩行者とぶつかってしまった等） 

 

マンション内でのトラブル回避の為、ご自身のお部屋の給排水管等からの水漏れによる階下への損

害賠償事故に備え、是非「個人賠償責任特約」のお申込みをご検討ください。 

「個人賠償責任特約」のご契約金額は、一律で「無制限（国外は１億円限度）」の補償をご案内させ

ていただいております。 
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※「個人賠償責任特約」は、この度ご案内の火災保険の他に自動車保険や傷害保険などに【特約】とし 

てお申込みが出来ます。 

ご自身の自動車保険や傷害保険で「個人賠償責任特約」を付けて契約されている場合は、この度 

ご案内させていただきます火災保険の「個人賠償責任特約」は補償が重複しますので、お申込みは

不要です。 

 

※マンションのお部屋を賃貸に出される場合や法人様のご契約の場合は、「施設賠償責任特約」のお

申込みをご検討ください。 

「個人賠償責任特約」は日常生活上の損害賠償事故を補償するものですが、マンションのお部屋を

賃貸に出される場合や法人様が所有するお部屋の場合、そのお部屋がご契約者様にとって日常生活

の場ではない為、日常生活上の損害賠償事故を補償します「個人賠償責任特約」では給排水管から

の水漏れによる階下への損害賠償事故が補償されません。 

代わりに「施設賠償責任特約」をお申込みいただくことで補償の対象となります。 

   

  

※パンフレットの１１ページに「個人賠償責任特約」と「施設賠償責任特約」のご説明が記載されてい

ますので、ご確認いただけますようお願い致します。 

 

 

（補足のご説明） 

  マンションのお引渡しが完了しますとマンション管理組合が設立されて、管理組合様がマンション 

 共用部分に火災保険（マンション総合保険）をかけられます。 

また、この共用部分のマンション総合保険の特約でも、マンション入居者の方々を被保険者とします

「個人賠償責任特約」を包括契約で付けるようになっています。 

  この「個人賠償責任特約の包括契約」でも、マンションのお部屋の給排水管等からの水漏れによる 

 階下への損害が補償されますが、近年のマンション総合保険は以下に記載のように【保険金支払い 

 カウント期間】というものが設定され、その期間の保険金支払件数によって次回の保険料が変動をす 

るという保険商品になっています。 

 

 【保険金支払いカウント期間とは】 

 マンション総合保険の満期更新日から６カ月遡った日を起算日として、そこから過去２年間の間に支 

払われた保険金の支払い件数によって次回の更新保険料が変動します。 

期間中保険金支払い件数が多くなると更新保険料がかなり値上がりをするというケースがあります。 

 

保険金支払いカウント期間中にマンションのお部屋で水漏れ事故が起こってしまった場合、スムーズ 

にマンション総合保険の「個人賠償責任特約の包括契約」が使えないといったケースも想定されます 

ので、ご自身の火災保険に「個人賠償責任特約」を付けていただくことをお勧め致します。 

 

 

 

※ご質問、不明な点がありましたら、アンケートご入力いただくか、作州商事㈱ 保険課にお問い合

わせください。 


